
令和３年度（2021 年度）エゾシカ可猟区域及び期間 

 

9/15 10/1 10/23    1/2 1/15  1/31 2/11 2/28 3/31 4/15 

                         

   A 区域（182 日間）    

                         

    B 区域（160 日間）    

                        

    C 区域（129 日間）      

                         

    D 区域（101 日間）          

                        

   
 

 E 区域（72 日間）   E 区域（17 日間）   E 区域 （18 日間）   

                         

 猟 区（213 日間）  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A 区域 B 区域 C 区域 D 区域 E 区域 猟区 

10/1 ~ 3/31 10/23 ~ 3/31 10/23 ~ 2/28 10/23 ~ 1/31 

10/23 ~ 1/2 

1/15 ~ 1/31 

2/11 ~ 2/28 

9/15 ~ 4/15 

※ 一人１日あたりの捕獲上限 制限なし 

（ただし、オスジカは、12 月以降の銃猟については一人１日あたり 1 頭） 
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令和３年度（2021 年度）エゾシカ可猟区域等設定期間（時系列） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
※ 西興部村猟区及び占冠村猟区の可猟期間は、9 月 15 日から 4 月 15 日まで 

※ 斜里町の一部については、10 月 23 日から 2 月 28 日までの可猟期間中に 2 回の中断期間を設定。 

別図２ 

② 10/23~1/31 

全区域 

 

③ 2/1~2/28 
A・B・C・E 区域 

④ 3/1~3/31 
A・B 区域 

 

斜里町の一部 

① 10/1~10/22 

A 区域 

占冠村猟区 

西興部村猟区 




